
平成21年10月19日 保医発1019第1号  

「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法等  

の施行に伴う実施上の留意事項について（通知）」の一部改正について（抜粋）  

3 DPC対象病院からの退出について  

（1）退出の手続き  

① 通常の場合  

DPC対象病院から退出する意向がある病院（特定機能病院は除く∩）は、直折に予定  

している診療報酬改定の5か月前までに、別紙2＝⊃PC対象病院退出胤を地方厚生（支）  

導課長を経由して厚生労働省保険局医療課長に提出することとし、当該退出届を  

提出した病院は、当該診療報酬改定の時期に合わせてDPC対象痛院から退出するものと  

する。（診療報酬改定の時期に合わせた退出とは、診療報酬改定の前々月初日に退出する  

ことをいう。）  

なお、当核退出届の内容は、厚生労働省保険局医療課より中央社会保険医療協蔑会に報  

告を行うものとする。  
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